
電気通信

1L亭コネト鱒遵・悪性化阻書の撃墜

我が国の電気通信産業は、昭和60年に電気通信事業法が制定さ事、市場の全分野

ド競争原理が導入されるとともに、日本電信電葡公社が民営化され、2，400社を超

える新患事葉音が新たに市場に参入した。この緒果、国内長距離電怒料金や国療電

話料金が昭和60年当時と比べて6割程度低廉化し、遠近格差も4帽から1帽へと縮

小するという成果が見られた。また、サービ・スの多様化も進んだ。

特に、携帯・自動車電話市場においては、PHSを含む多数の新規参入の実乱

NTTの移動通信業務の分輝、分割による公正な競争条件の整備などにより、競争

を通じて、急速な料金の多様化・低廉化とともに市場が急拡大するなど活性化が図
られた。

また、情報化の進展により、パソコン通信利用者が延べ200万人を超えるなか、

パソコン通信利用者を念頭においた津夜時間帯の定額料金制が導入されたところで
ある。

さらに、今後の技術革新や国酎巳等の環境変化により、異業種の融合が進展して
いくことが期待される。

しかしながら、国際的にみると、長距離料金が割高のため、遠近格差が米国の13

倍に比べて俄然大きく、全体としてみると、、日本の電話料金は米国に比べ高い。ま

た、提供されるサービスの種類は米国のそれとほぼ同等であるが、利用者の多様な

ニーズに軋め細かく対応するといった面においては、NTT交換機のデジタル化が

完了していないことから十部サービスが撫供されておらず、まだ不十分との指摘も
ある。

第1種電気通信事業者の参入状況をみると、自由化以降一首して増加している。

また、NTT、NCCのシェアについて、県間通話回数の割合で見ると、平成6年

度‾にはNCCが3割を占めるなど、NCCの占める割合が増加している。しかし、

地域内通話については、事業者間の競争が進展せず、依然としてNTTの事実上の
独占状態にある。

旦」鼻旦ネト構達・活性化阻軍旦畳屋
（1）＿NTTの経営効率

・NCCはNTT地域絢との接続が必要不可欠であり，、長距離系NCCはNT

T地域的を利用する対価として電話収入の約5割を接続費用として支払ってい

る。したがって、NTT地域網の効率化は現が国の竜気通信料金の低廉化の前

提条件となるが、NTTの費用構適をみると実質的な人件費の割合は増加して
いるなど経営効率化は十分ではない。

（2ト∴NCCとNTTの接哉

‘NCCは競争相手でもある独占的なⅣTTの地域網に接触して初めてサ＿ピ
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ス提供ができるという市場構造の下にあるが、NTTとNC Cとの問の接続に

関する協議は必ずしも円滑に行われていない状況にあり、多様な接続形態の実

現、新規サービスの提供に時間を妾している。

榊　料金体系

・　NTTの役務別損益状況をみると、市外通話は収支率が高水準にある。

・現在の電話の料金体系をそのままマルチメ≠ィァ通信に適用した場合、利用

抑制的な料金になる可能性がある。

3．日標

目　目標

・　長距離料金の低廉化により遠近格差をおおむね米国並みに縮小し、全般的な料

金の低廉化を引き続き図る。また、専用線料金の低廉化を図る。

・　マルチメディア時代にふさわしい、定額制の導入など、需要喚起型の料金体系

の実現を図る。

・　高度情報通信社会構築に向けて、光ファイバ網について、需要の顕在化等を勘

案しつつ、平成22年を念頭において早期の全国整備を目指す。

（2）点検指標

二NTTの生産効率の向上（従業員数、人件費的経費、経常利益率等）
・回線利用効率の向上く回線当たり通話時間）

・役務別規益状況

・料金低廉化状況

・新規サービスの導入状況

・事業者数の推移

・N・TTとNC Cのシェア

・デジタル化、光化率の推移

・情報流通量の推移

互，＿草体的な対応策
（1）NTTの経営効率化

行政監察（率成7年6月）により「新たな合理化計画を自主的に作成し、各業

務分野について、更に業務運営及lび要員の効率化を国手よう指導する必要があ

る」とめ指摘がなされており、NTTにおいて勧告の内容に泊っ・た合理化計画を

早急に作成し、経営効率化を図る。

佗）電気通信市場における競争条件の整備

NCCとNTTとの閏の多様な形態による接続を推進する。具体的には、NT

Tの地域通信網に依存せざるを得ないNCC菖NTTとの間の接続協議を容易・
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迅速にするため、

‾’‾．‾’‘’1‾▼‾塙廿も贈司り番卒呵程手順、壊統費用、接

故の技術的条件の明確化について、平成7年度如実柚祝を点机、推断る。

なお、NTTの在り方については、平成2年3月に決凱たいわゆる政冊置
く注）に沿って、平成7年度中に結論を得る。

NTT地域通信網との接椀協議の基本的な手臥It　【　，tdL＿　′r

（3）専用線と公衆絢との接線自由化の推進

音声系の朗線と公棚の擾雛平成9年中に完全自由化する。また、国酎

ANサービスにおける基本音声サービス細、て、平成9槻こおいて、公鯛
との接続の実施時期及び内容を決定する。

用異美種の乳合への対応

通信と放送の融合的いては、・広帯域・双方向ネットワークの進展翫伴う通

信・放駒的動向に対応し、遍膚・放送・CATVに閲す阜現行細塵太つい
て幅広い観点から抱合的に検討を行う；

（51適正な料金体系の実現

公正有効的条件の朗等を進める中で、市外通納金の低廉化の真如図

る。また、基本的な料金以外の料金一については平成7年10月に即観から事前届

出制へと糾されたところであるが、平成6年10月以降開僧している「マルチメ

ディア時代のユニバーサルサービス欄金に断る研究会」において、平成時

5月を目途に柵を行い、これを塔まえつつ、マルチげィア社会にふさわしい料金体系の実現を図る。

侍　情報通信インフラの早急な整備

高度情報通信社会の構凱向けた動き軸遠・推射るため、高度な鯛舶

インフラを早急に朗する。特に∵主要蝿的光フアイ欄盤根、これを朗

した公的プリケーシタンの導入、実別と、、及rび基礎的汎用的技術開発につもー1
て、平成1時までを先行整備期間として進める。

（注）平成2年3月30日
「日本電信電話株式会社韓附則第
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2粂・に基づき潰ずる措置」

⊥盤上農曳二見性化闘象増車

（1〉　金融制度改革や累次にわたる規制緩和が行われてきた結果、金融サービス分野

における自由化・国際化は大きく進展してきている。今後、その成果を利用者に

還元していくことが重要であり、そのためにも、今後とも有効かつ適切な競争の

促進に努める必要がある。

吻・預金については、段階的に金利の自由化措置が進められてきた結果、現時点で

は当座預金を除き全ての金利が自由化されている。また、一部期間面で制約が残

っているが、本年10月より固定金利定期預金の期間の制約は撤廃された。証券投

資に脾しては、本年1月、投資信託の運用規制等が抜本的に緩和されたところで

ある。また、償還期間2週間東南のCP（コマーシャル・ベ「パー）の発行が、

本年10月解禁された。

今後、ディスクロージャーの充実と利用者の自己責任を前操に、従来以上に多

様な商品が捷供されることが期待される。

（31近年、‾適債基準の緩和等の措置に伴い、国内での普通社債の発行が増加してい

るが、今後とも社債の役割が増大していくことが重要である。これに関連して、

社債の流通市場に？いて、そ＿の整備を図るための検討が行われている。

伸　株式市場については、バブル崩壊に伴う国内市況の低迷等を背景に、一時期、

時価発行公募増資の休止や、新規公開に係・る社数制限等により、十分その機能を

果たしていると擢青いがたい状況が続いてきた。その後、時価発行公募増資につ

いて、5年12月における規制緩和策の一環として、収益性の高い企業等の増資が

再開されるようガイドラインが示されたところである。また、本毒4月の新規争

関に係る週当たり社数制限の撤廃に伴い、新規公開企業数の増大が見込まれ、さ

らに、店頭市場については、本年7月よりベンチャー企業等のための店萌特則市

場が聞役されるなど、その整備が図られてきている。さらに、本年10月からは株

式ミニ投資が開始された。

（5）国際金融・資本取引に係る累次の規制緩和等の結果、ユーロ円俵の発行額は拡

大し、また円建外債の発行敬も相当の水準に達している。これに関連して、非居

住者ユーロ円債の還流制限については、6年1月及び本年8月に段階的に緩和措

置が実施された結果、現在では完全撤廃されており、また、直接投資等その他の

分野においても、実際の取引に支障が生じないよう手続きの弾力イ巳が図られてい

る。今後とも、国際金融・資本取引の促進を図っていくことが求められている。

2．高コスト檎造・活性化阻害の要因

m　これまで種々の規制緩和等の措置がとられてきたが、バブル崩凱こ伴う資産価

r格の下落、国内市況の低迷、不良債権の増大等の状況下、こうした捨置の多くが

比較的最近導入されたものであることもあって、十分に活性化しているとは言い

がたい面がある。
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（幻　今後、より一層の金融サービスの活性化を進めていくためには、規制や慣行等

について、より自由な兢争の促準、自己責任原則の徹底、資金供給の円滑化等の

観点から検討することが必要である。具体的には、

・金融サービスの多様化の状況

・企業等の資金鞠遵面における制約

・各種手数料のあり方

・各種市場の整備状況

について検討することが必要である。

3．8億

（11自壊

1金融の自由化・国際化の進展に対応しつつ、内外の金融サービス利用者の利便

の向上を図る。

佗）点検指標

「利便の向上」の状況は、以下のような点検指嶺を勘案して組合的に判断され

る。

・金融商品の多様化の状況（5年超頭金の残高、CP発行額など）

・社債市場の状況（国内社債発行規模など）

？株式市場の状況（国内株去発行規模など）
）　ノ

国際的な金融・資本取引の状況（オフシ才ア市塙の取引規模、ユーロ円億の発

行規模、円建外債の発行規模など）

4・具体的な対応東

川　′境制緩和

①　業態別子会社の業務範甜学について諌されている制限の見直しを行う（5年
4月の金融制度改革法施行後の状況、市場の状況、証券会社及び金融機関の経

営に与える影響等を勘案しつつ、同法施行後2年ないし3年を目途）。

②　公募社債の適債基準を撤廃するとともに、鱒担保社債を発行する際の財務制

、限条項設定の義務づけを撤廃し、社債発行市場の整備を図る（8年1月実施予

定）。

し　③、店頭登録企業に新株引受権付社債の発行を認める（8年1月実施予定）。

④　5年12月に公表された時価発行公募増資のガイドラインにおける基準の緩和

ないし撤廃の検討をT年度中に行い結論を得る。
1

⑤　株式委託手数料については、6年4月に10億円を超え′る部分の自由化が実施

されているが、これによる現実の影等を今後1～2年後に検証し、以後の自由

化につき検討する。

⑥　用建外債の準備基準を撤廃し、社債発行市場の整備を図る（8年1月実施予
定）。
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ォフショア市場を活性化するための環境整備を図る。

tzI商慣行の是正等

①社債管理手数料など社債関連手数料を見直す。

②社債の商品性の多様化を着実に推進する。

柳　インフラの発掘「
血．社債流通市場の整鵬図るため、社債受凱・決済制度を改射る。
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旅客速達サービス（航空）

葦葦毒悪霊票恋
【‾I▼▼‾′和明咽喝唾耳では諸外国より割安となっており、また事前購入割引

運耳では、相とほぼ同程度、英国よりは高く、ドイツよりかな。安い○なお、諸

外的は更に凱い制柚っいた大鵬摘費が提供紬ている。触米酌は、

「イールドマネージメント」（需要動向と収入確釦の考えの下、凱い朗納付

の大幅な抽選帥導入される一方、高需要桐には鵬を上げる傾向があるとい

われている。また、有効ト←・キ噌たりのコストをみると、日本はアメリカの

1瀾となっているが、国土の削、から粕では長径輌線が多いこと等に留意する必要がある。

孟霊孟濫禦票無皇
、‘′増琳別崇明については、幅運賃制虔及びゾーン速賃制度が既に導入されてい

るのに対して、馴栂では、縮運賃如いては届帥となっているものの、
普遍運賃にっいては弾力的な遍触定が凱いとの指摘もある。

（2）これまで見られなかった利用主舶制限のなし、新しい種如抑遍如ある

「事前臥型割引」が導入されたが、今後はよ。多納割引運酌導入が望軸る。

（3）地元の反対等のために、棚路的休廃止が困発的－スが多い。
（4）高地臥国土条件の違いにより割高な空港使朋

（5）我が国特有の価格体系に基づく割高な燃料費

且」旦塵
（11目標

割引速知多軋普遍運郎弾力鴫定を図ることにより、約需要の喚起

、需要の平靴を図るとともに農餉促凱、栖業の効率化潮化を推遁する。

物　点検指標

・新たな乳引遍茸の導入例

・新たな運賃設定方式の導入例－

・ダブルトリプルトラック化路線数

・特に座席利用率の低い路線数

⊥」埠璽也建
（1）規制壌和

①　歳争促適政策の推遁

ダブル・トけルトラックの弾棚朗（7年度以降逐次実施）

＼

国内線のダブル・トリプルト弓鵬ルル，㍉Lサ地虹⊥，＿‖

けルトラック化による複数社運航を引き続き推遁
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⑳　不定期航空輸送における航空機の要件の緩和等について検討

・コミューター航空（不定期航空運送事業のうち特定ゐ二地点間において反復

継続し七行うもゐ）に係る航空機の要件の緩和等について検討し、その検討

結果を踏まえ措置する（9年度目処）。

③　技術関係規制等の見直し

・定期航空運送事業等の操縦卓に係る乗務制限の緩和（8年度）

定期航空運送専業等に使用される一定の航空機の操樅士について、航空身体

付加検査の実施及び運航形態の限定を条件に、年齢制限を緩和す・る。

・航空培及び電波法に基づく検査につい七、検査データの相互活用により、受

検者の負担を軽減する（7年度）。

・耐空証明等航空機の安全確保に関する制度について、諸外国の制度を研究し

つつ、、使用者の負担軽減等にも資する方向で検討し、その検討結果を踏まえ
措置する（9年度目処）。

◎．国内航空運賃における幅運賃制の導入

・国内航空運賃について、標準原価を最高額とする幅運賃制の導入につI、て早

急に細部の検討を進め、年内実施を図右。

⑤　多様な割引運賃の導入

・5割以内の営巣政策的な割引については、届出制となり、∴これを受けてこれ

、、まで見られなかった利用主体に制限の率い新しい種類の割引運賃である「事

前賠入型割引」が導入された。今後は、利用率の低い深夜・早朝便等に係る

割引等、事発音の創意工夫による多様な割引運賃の導入が望まれる。

⑥　需要に対応した路線運営の環境整備

・地元の反対等のために不採算路線の休廃止が困難なケースが多いが、事業者

が利用者利便の確保の観点から需要に対応した路線運営を円滑に行うことが

できるよう、地元地方公‾共団埠等をはじめとする関係者の理解協力が最大限

＿　得られるように努める必要がある。

ほ　燃料費の削減

（エネルギー分野の高コスト構造是正・活性化のための行動計画を参照）

く3）低コスト体質への転換

低コスト体質への転換のために、固定費を中心とするコスト削減を進める必要

がある。

㈲　顧客サービスの充実

①　CRS（コンビユーター予約システム）やFFP（常顧客優遇制度）等の新

しい販売戦略の適切な活用により、利用者ニーズの高度化、多様化へ対応する

必要がある。

②　機内サービスについて、路線や利用者の特性に応じて、場合によってはこれ

までのサービスを簡素化するなど、その多様化を図る必要がある。
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